
独立行政法人農業生物資源研究所中期計画

制定認可：平成18年3月31日農林水産省指令17農会第1534号
変更認可：平成19年3 月30日農林水産省指令18農会第1477号

独立行政法人農業生物資源研究所（以下「研究所」という。）は、農業の生産性の飛躍
的向上や農産物の新たな需要の創出及び農林水産業の新たな展開を可能とする新産業の
創出を目指して、農林水産省農業生物資源研究所と農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究
所及び農林水産省畜産試験場と農林水産省家畜衛生試験場の一部を統合して平成13年4
月1日に発足した。

第1期中期目標期間においては、進歩の著しいバイオテクノロジ 一分野の研究動向に
対応して研究開発を実施するため、 独立行政法人化の特質を活かして柔軟に研究組織を
整備するとともに、 植物、 昆虫、 家畜分野の先端研究部門が統合された利点を発揮し、

イネゲノムの全塩基配列解読やカイコの遺伝子組換え技術、 体細胞クローン技術による
遺伝子組換えプタ作出等世界をリー ドする成果を達成してきた。

第2期中期目標期間においては、 国内外の社会経済動向、農政上の課題等を踏まえ、
研究所の社会的使命とこれを達成するための業務の重要性は一 層高まっているとの認識
の下、人材、研究施設・設備等の研究資源、研究所が蓄積してきた研究成果、遺伝資源、
ゲノムリソ ー ス等の知的基盤を最大限に利用して、 バイオテクノロジ ーを中心とする基
礎的・先導的な研究及び技術開発のさらなる飛躍を目指す。 このため、研究領域を重点
化するとともに、研究開発の出口を明確にし、以下の業務を行う。

(1) アグリバイオリソ ー スの高度化と活用研究
(2)ゲノム情報と生体情報に基づく革新的農業生産技術の研究開発
(3)バイオテクノロジーを活用した新たな生物産業の創出を目指した研究開発
研究開発の推進に当たっては国民との十分なコミュニケ ー ションを図る。 特に、遺伝

子組換え技術及び遺伝子組換え生物の利用技術については、 産学官の連携により戦略的
に研究開発を行うとともに、 研究の意義及び研究成果の積極的な公開と説明に努め、社
会的受容と普及の促進を図る。 また、研究開発の推進に当たっては、イネゲノム塩基配
列解読における国際的連携・協力の経験等を活かして、 今後も国内外で研究のイニシア
チプを確立し、 リー ダー シップを発揮していく。

さらに、柔軟な人事管理、業務運営を推進する制度を構築する。
研究所は以上の活動を着実かつ効率的に実施し、農業の生産性の飛躍的向上と農林水

産業の新たな展開を可能とする新産業の創出に貢献することにより、 我が国の農業分野
におけるバイオテクノロジー研究の中核機関としての役割を果たす。

第1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
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